
地域包括ケア推進委員会より重要なお知らせ 
    

地域包括ケア推進委員会   委員長 中村 昌司 

 

平素は委員会の活動にご支援、ご協力賜り誠にありがとうございます。 

この度、（公社）日本理学療法士協会より推進リーダー取得要件の変更に関する案内がございましたの

でお知らせいたします。 

2021年度中に新人教育プログラム修了且つ推進リーダー登録申請の要件を満たしていない場合は、

2022年度以降に登録理学療法士の取得が必要となりますのでご注意ください。 

尚、リーダー登録申請につきましては、日本理学療法士協会マイページのトップ画面、メニューの地域包

括ケアを選択し、リーダー登録より登録が可能です。 

 

 

「推進リーダー取得要件の変更」に関するご案内  

 

１． 制度変更について  

1-1 変更の経緯  

・2022年度より、新生涯学習制度が開始となり、会員管理システムの仕様が変更されるため、従来同

様の運用が技術的にできなくなった。  

・昨今、理学療法士の介護予防事業への参画が推進されているところ、量的体制は整備されてきたと

捉えられる中で、理学療法士の質を問う声が散見される。  

・質的向上を担保することを図るために、今後は登録理学療法士の取得を要件とすることした。  

 

1-2 変更内容  

・新人教育プログラム修了済を登録理学療法士取得済へと変更する。  

 

1-3 運用変更のスケジュール  

・会員管理システムの運用開始時期に合わせて2022年４月開始とする。  

 

２．制度変更に伴う会員の対応の変更点  

2-1 会員が受ける制度変更による影響  

会員の資格取得別に制度変更に伴う影響は以下のとおりとなる。  

 

A 2021年度に推進リーダーを取得済の会員  

→継続して推進リーダーを取得とみなす。  

B 2021年度時点で推進リーダーを取得していないが登録理学療法士に移行予定の会員  

→2022年度以降、いつでも推進リーダーの登録申請が可能となる。  

C 2021年度時点で登録理学療法士に移行予定ではないが推進リーダーを登録申請済・  

または履修中の会員  

→2022年度以降、引き続き推進リーダーの履修を継続できる。  

D 2021年度時点で登録理学療法士に移行予定ではなく推進リーダーの登録申請もして  

いない会員  

→2022年度以降、推進リーダーの登録申請のために登録理学療法士の取得が必要と  



なる。  

2-2 2022年度以降に推進リーダーを取得希望の場合に必要な対応  

A 登録理学療法士未取得の場合は、登録理学療法士の取得が望ましい。  

B 推進リーダーの申請を行う。  

C 継続して推進リーダーの履修を進める。加えて、登録理学療法士未取得の場合は、登  

録理学療法士の取得が望ましい。  

D 登録理学療法士取得後に推進リーダーの申請を行う。  

 

2-3 Dに該当する会員が2022年度から推進リーダーの取得を希望する場合に、今年度求められる対応

について  

以下２つの要件を満たすことが必要である。  

（１） 新人教育プログラム修了  

（２） 推進リーダーの登録申請  

 


